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引きこもり相談窓口

　市内在住の１５歳（中学校卒業後）か

らおおむね３９歳までの人で引きこもり

などに悩んでいる人とその保護者を対

象に、カウンセラーによる相談を実施

します。

とき　①４月２８日、②５月２６日、

いずれも午後１時～２時３０分、午後２

時３０分～４時　

ところ　青少年センター　

定員　各１人（申し込み先着順）　

参加費　無料

申し込み　①は４月６日～２１日、

②は５月６日～１９日までに生涯学

習課〔(２４)１４５１〕へ（電話申し込み可）

相　談
障がい者（児）の出張相談窓
口を開設～相談支援を充実～

　障がい者（児）の相談支援は次の各

事業所で実施していますが、４月より、

専門の資格を持つ事業所職員による出

張相談窓口を障がい福祉課内に開設し

ます（予約不要）。主な対象者と日時は

次のとおりです。

●相談支援センターあーる（障がいの

種別を問わず）＝月～金曜日、午前９

時～午後５時３０分

●地域活動支援センターときわぎ（精

神障がい者）＝金曜日、午前１１時～午

後５時　　

●ピーチネット（障がい児）＝水曜日、

午前１１時～午後５時

問い合わせ　障がい福祉課（内線１６２）

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

木造住宅耐震・リフォームの
コツ

　専門家による耐震、リフォームにつ

いての講演会、個別相談会を開催しま

す。

　耐震工事やリフォームを考えている

人はぜひ、ご参加ください。

とき・内容　４月２３日、午後１時～

３時３０分＝講演会、午前１１時～午後０

時３０分、午後３時３０分～４時３０分＝個

別相談会　

ところ　市消防本部

定員　５０人（申し込み先着順）

参加費　無料

申し込み　４月６日～、ＮＰＯ法人

「人・家・街安全支援機構」〔０１２０

(２６３)１５０〕へ

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日は休み）



○メーター交換のときは１５～３０分程

度、水を止めさせていただきますので

ご了承ください。

○交換後、水が白く濁る場合がありま

すが、空気が混入しているだけですの

で問題はありません。少し水を出して

いただければ解消します。

　メーター交換は無料ですので代金を

いただくことはありません。

　なお、委託業者は上下水道部発行の

証明書を携帯していますのでご確認く

ださい。

　また、塀や擁壁の工事などでメー

ターの位置を変更する場合は、指定工

事業者を通じて、検針しやすい場所に

移設してください。

　工事については、市指定給水装置工

事業者または市管工事業協同組合

〔０１２０(０３２)４９７〕へお問い合わせく

ださい（月～金曜日の午後５時３０分以

降と土・日曜日、祝日は市役所宿直室

〔(２５)１０００〕へ）。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７）

私道における下水道整備

　本市では、トイレの水洗化、生活雑

排水の適正な処理を図るため、一定の

条件に該当する私道について、土地所

有者および沿道の皆さんの申請によ

り、市の費用で公共下水道管を敷設し

維持管理をします。

主な敷設条件

・公共下水道の事業計画区域にあり、

その一端が公共下水道に接続が可能な

こと

・原則として幅員１.２以上で一般の

通行に使われており、下水道管を敷設

できること

・公共下水道を利用する建物が２戸以

上あること（同一敷地で同一所有者の

建物は１戸になります）

・公共下水道を利用することになる全

ての人が公共下水道管の敷設を要望し

ていること

・土地所有者が公共下水道管の敷設お

よび利用することとなる人の使用を承

諾していること

※詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　下水道課（内線２７１）

 

28年度介護保険料                
仮決定通知書を送付します

　４月上旬に２８年度介護保険料仮決定

通知書を発送しますので、普通徴収の

人はコンビニエンスストア、取扱金融

機関または市役所で保険料を納付して

ください。口座振替の申し込みをして

いる人は指定口座より引き落としま

す。特別徴収の人は年金から天引きし

ます。

　通知書が４月下旬までに届かない場

合はお問い合わせください。

問い合わせ　高齢介護課（内線１７５、

１７６）

 

学習サポーター募集

　市立小・中学校で、授業中の指導補

助や休み時間、放課後の学習活動など

をサポートしていただける大学生のボ

ランティアを募集しています。　

※活動時期や時間帯などは、派遣先の

学校と相談の上、決定します。

申し込み　教育指導室に備え付けのボ

ランティア登録用紙に必要事項を記入

し、土・日曜日、祝日を除く午前９時

～午後５時３０分に同室（内線３６８）へ

 

水道メーターの取り替えに    
ご理解とご協力を

　水道メーターは、計量法により使用

有効期間が８年と定められているた

め、本市では有効期限が迫った水道

メーター（私設の参考メーターは除く）

を順次取り替えています。

　メーター交換を予定しているお宅に

は、事前に「お知らせチラシ」を配布

しますのでご協力をお願いします。

取り替えに際してのお願い

○メーターボックスの上に物や車を置

かないでください。

介護保険

募　集

上下水道

公共下水道が使えます

　３月３１日から、次の各地域のうち、

すでに公共ますなどが設置されている

世帯については、新たに公共下水道（汚

水）が使えるようになりました。

対象地域　宮町一～三丁目、旭ケ丘町、

喜志町五丁目、彼方、山手町、西板持

町三・四丁目、南大伴町三丁目、楠風

台三丁目、佐備、須賀二丁目、伏山三

丁目の各一部

◎１日も早く水洗化工事を　

　公共下水道が使える地域の皆さん

は、トイレや風呂、台所、洗濯などの

家庭から出る排水を公共下水道に流さ

なくてはなりません。

　そのため、トイレの水洗化や生活雑

排水を公共下水道に流すための改造・

接続工事をしてください。

　工事に必要な費用については、無利

子の融資あっせん（法人は対象外）を

していますのでご利用ください。　

※工事は必ず本市の指定する排水設備

工事指定業者に依頼してください。

※市街化調整区域の世帯は１ますにつ

き１２万円の市街化調整区域下水道分担

金が必要です。

◎下水道に切り替えると　

　清潔な水洗トイレを使用でき、また

溝へ汚れた水を流さなくなるので、街

の美化や川の水質改善にもつながりま

す。

問い合わせ　下水道課（内線２６２）

 

介護サービスＰＲフェス
2016～地域にある介護サー
ビスの特色をしろう！～

　さまざまな介護の質問や悩みもその

場で解決できますので、ぜひご参加く

ださい。

とき　４月１６日、午後１時～３時３０分

ところ　すばるホール４階銀河の間

参加費　無料（当日、直接会場へ）

※来場者には記念品（先着１００人）を進

呈します。

問い合わせ　縄なわねっと〔(２９)

１１１２〕

講座･催し
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障がい者（児）給付金の申請を

　５月２日～３１日まで、障がい者

（児）給付金の申請を受け付けます。

対象者　４月１日現在、本市に１年以

上居住（住民登録）している人で、身

体障がい者手帳（１～６級）、療育手帳

（Ａ・Ｂ１・Ｂ２判定）、または精神障

がい者保健福祉手帳（１～３級）をお

持ちの人で今年度新しく手続きされる

人、振込先の口座に変更がある人

※昨年度に給付金を受け取られた人

は、手続きの必要はありません。

※市外から、市内の施設に入所してい

る人を除きます。

申し込み　該当する手帳、印鑑、本人

名義の通帳を持って、障がい福祉課ま

たは金剛連絡所へ

問い合わせ　障がい福祉課（内線１９２、

１９３）

特別障がい者手当・障がい児
福祉手当の申請を

　日常生活において、常時特別な介護

を必要とする重度の心身障がい者（児）

に対し、特別障がい者手当・障がい児

福祉手当が支給されます。

　なお、各手当ての支給月額が、今年

４月分から次のとおり改定されます。

対象者　在宅で常時特別な介護を必要

とする重度心身障がい者（児）

※所得制限などがありますので、詳し

くはお問い合わせください。また、施

設入所者や長期入院されている場合は

支給されません。

支給額　特別障がい者手当＝月額２万

６８３０円、障がい児福祉手当、福祉手当

（経過措置分）＝月額１万４６００円

問い合わせ　障がい福祉課（内線１９３）

献血にご協力を

とき・ところ　４月２７日、午前１０時

～正午＝南河内府民センター、午後２

時～４時３０分＝ＰＬ病院

対象者　１８～６９歳で体重が５０㌔以上の

人　※その他の条件などはお問い合わ

せください。

問い合わせ　市献血推進協議会（総合

福祉会館内）〔(２５)８２６１〕

 

特定健康診査受診券を送付

　国民健康保険では、４０～７４歳の国民

健康保険加入者に対して４月下旬に

「特定健康診査受診券」を送付します

ので、２９年３月３１日までに受診して

ください。

特定健康診査の内容　メタボリックシ

ンドロームに着目した健康診査で、問

診、身体計測、腹囲・血圧測定、血液・

尿検査、診察など　※同一年度内に受

診券を利用できるのは、「国民健康保険

人間ドック」と「特定健康診査」のど

ちらか一方です。なお、同人間ドック

に受診券を利用すると、本人負担額が

従来よりも軽減されます。

同診査の対象者など　国民健康保険被

保険者のうち、実施年度中（４月１日

から翌年３月３１日）に４０～７４歳の人に

年１回実施（昭和１６年９月～昭和１７年

３月生まれの人に限り誕生日の前日ま

で受診可）。ただし、１１月１日以降に同

保険に加入した人は除きます　※詳し

くは、受診券に同封のパンフレットを

ご覧ください。なお、掲載されている

富田林医師会加入の医療機関で受診し

た場合、追加項目健診が受けられます。

問い合わせ　保険年金課（内線１５０、

１８８）、健康づくり推進課〔(２８)５５２０〕

入院時の食事代が改正

　入院時食事療養費の食事療養標準負

担額および入院時生活療養費の生活療

養標準負担額について、入院と在宅療

養の負担の公平を図るため４月より下

表のとおり改正されます。詳しくはお

問い合わせください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５０、１８８）

国民健康保険
 

国民年金保険料が改正

　４月から２９年３月までの国民年金保

険料について、全額保険料は月額１万

５５９０円から１万６２６０円（月６７０円引き上

げ）になりました。

　また、一部免除制度を承認された人

で、４分の１免除は月額１万１６９０円か

ら１万２２００円（月５１０円引き上げ）、半

額免除は月額７８００円から８１３０円（月３３０

円引き上げ）、４分の３免除は３９００円か

ら４０７０円（月１７０円引き上げ）に改正さ

れました。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

会社などを退職された皆さんへ

　日本に住んでいる２０歳から６０歳まで

の人で、会社を退職されて厚生年金保

険の資格を喪失した人や、その人に扶

養されている配偶者は国民年金加入の

手続きが必要です。年金手帳と退職年

月日を確認できる書類（離職票、雇用

保険受給資格者証など）、印鑑を持参

し、保険年金課⑧番窓口へお越しくだ

さい。

　なお、所得が少ない場合や、失業に

より国民年金保険料（月額１万６２６０円）

を納付することが困難になった場合、

申請をして承認されると保険料が全

額、または一部免除（一部納付）され

る制度（世帯主や申請者本人と配偶者

の所得により審査）や、３０歳未満の人

を対象に保険料の納付が猶予される若

年者納付猶予制度（申請者本人と配偶

者の所得により審査）がありますので、

詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５３、１５４）

国民年金

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください
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固定資産税の『縦覧帳簿の縦覧』
と『課税台帳の閲覧』を実施

縦覧帳簿の縦覧　縦覧帳簿の納税者本

人の土地・家屋の評価額と市内の他の

土地・家屋の評価額を比較できます。

記載内容

◇土地価格等縦覧帳簿＝所在、地番、

地目、地積、価格、市街化区域・市街

化調整区域の別

◇家屋価格等縦覧帳簿＝所在、家屋番

号、種類、構造、床面積、価格、建築年

縦覧できる人

◇土地価格等縦覧帳簿＝市内に土地を

所有している納税者

◇家屋価格等縦覧帳簿＝市内に家屋を

所有している納税者

※いずれも納税管理人、納税者の同居

親族、委任状を持っている代理人でも可。

期間　４月１日～５月３１日まで

（土・日曜日、祝日は除く）の午前９

時～午後５時３０分

課税台帳の閲覧　所有者は固定資産課

税台帳を閲覧できます。また、借地人・

借家人なども賃借権などの目的となる

土地・家屋について記載された部分を

閲覧できます。

閲覧できる人

◇納税義務者

◇納税管理人、納税者の同居親族、委

任状を持っている代理人　

◇借地人、借家人など（ただし、権利

関係と有償であることを示す書類が必

要です）

期間　４月１日～２９年３月３１日ま

で（土・日曜日、祝日は除く）の午前

９時～午後５時３０分

縦覧・閲覧に必要な書類など　

・本人確認ができる書類（納税通知書

や運転免許証など）

・納税管理人や納税者の同居親族は閲

覧できますが、代理人が来られる場合

は委任状が必要

・法人名義の物件については、委任状

または申請書に代表印の押印が必要

縦覧・閲覧場所　

課税課（内線１１３～１１６）

税
相続税説明会

　２７年１月に相続税法が改正されまし

た。将来起こる相続に備えるための説

明会を開催します。説明会終了後には

個別相談会も実施します。

とき　４月２７日、午後１時３０分～３時

ところ　市役所４階４０１会議室

対象者　市内在住の人

定員　５０人（当日、直接会場へ）

参加費　無料

問い合わせ　近畿税理士会富田林支部

〔(２５)６２５０〕

市税の滞納整理を強化中！

　本市では、２７年度分の市税を含め納

税催告、滞納処分を集中して実施して

います。今後も滞納者に対しては、必

要に応じ財産差し押さえなどの厳しい

措置をとることとしています。

　また、税金を納付期限までにお納め

いただけない場合は、督促手数料や延

滞金が加算された金額を納めなければ

ならなくなりますので、納付期限まで

に納めてください。

問い合わせ　納税課（内線１２１～１２４）

 

後期高齢者医療制度　　　　
人間ドック費用の一部助成

　府後期高齢者医療広域連合では、被

保険者を対象に、人間ドック受診費用

の一部助成事業（２万６０００円を限度に

年度内１回限り）を実施しています。

　助成には、申請が必要となりますの

で、受診された人間ドックの領収書、

検査結果通知書、被保険者証、助成金

を振り込むための口座番号が確認でき

るもの、印鑑を持参し、福祉医療課で

申請してください。なお、支給は後日

となります。

※人間ドックを受診された人は、申請

されるまでの間、領収書などを大切に

保管してください。

※脳ドックなどのオプション検査費用

は助成の対象になりません。

問い合わせ　同広域連合給付課〔０６

(４７９０)２０３１〕

福　祉

28年度の後期高齢者医療健
康診査受診券を発送します

　府後期高齢者医療広域連合では、府

内在住の被保険者に、「健康診査受診

券」を４月下旬に送付します（年度途

中に被保険者となられる人には、誕生

月の翌月に送付します）。

　受診券に記載された有効期限内に同

広域連合が指定する医療機関などで、

健康診査を１回のみ無料で受診できま

す。受診の際は事前に医療機関などに

予約し、受診券と被保険者証を受診機

関の窓口に提示してください。

※病院または診療所に６カ月以上継続

して入院している人、特別養護老人

ホーム、介護老人保健施設、養護老人

ホーム、障がい者支援施設などに入所

または入居している人は対象になりま

せん。なお、退院・退所したなど変更

があった場合はお問い合わせください。

問い合わせ　同広域連合給付課〔０６

(４７９０)２０３１〕

重度障がい者タクシー利用券
（基本料補助）を送付します

　本市では、身体障がい者手帳（１・

２級）、療育手帳（Ａ判定）、精神障が

い者保健福祉手帳（１級）のいずれか

をお持ちの人を対象に、タクシー料金

の一部（基本料金）を補助する重度障

がい者タクシー利用券を交付していま

す。現在、重度障がい者タクシー利用

券（うす紫色）をお持ちの人は３月３１

日までが有効期限です。引き続き要件

に該当する人には、新しい同タクシー

利用券（もえぎ色）を３月末に自宅へ

郵送します。新しい同タクシー利用券

（もえぎ色）は４月１日から利用で

きます。届かない場合や郵送での交付

を希望されない場合は障がい福祉課ま

でご連絡ください。なお、昨年度に交

付申請していない人や初めて利用され

る人については申請手続きが必要で

す。

交付枚数　１カ月３枚で年間３６枚　

※福祉施設などへ入所している人、外

出支援サービスを利用している人は対

象外ですので交付できません。

問い合わせ　障がい福祉課（内線１９３）

２５


